
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」（品質確保法）

の改正に係る説明会の開催について

経済産業省では、円滑なバイオ燃料の導入促進等に向けて、バイオ燃料が混和さ

れたガソリン・軽油の適正な品質を確保するため、ガソリン・軽油にエタノール等

を混和する事業者に対して、登録及び品質確認等の新たな義務を課すこととする品

質確保法の改正（平成２０年５月３０日公布）を行いました。

品質確保法の改正による登録等の要件に係る設備基準、品質確認義務に係る確認

方法・頻度、強制規格を超える高濃度バイオ燃料の試験研究での取り扱い等の政省

令改正概要、及びバイオ燃料の導入促進のための支援策等関連施策に関しての説明

会を開催いたします。

各地での開催日程は別添のとおりです。

なお、ご参加頂くには申し込みが必要ですので、詳細に関しては各地方経済産業

局のＨＰをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
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